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広島支店の新築オープン日の決定および『広島ローンセンター』の新設について 

～ 新築オープンを記念して“広島支店オープン記念キャンペーン”を実施します！！ ～ 

 

 

 当行は、平成 22 年 9 月 8 日付でお知らせしました広島支店の新築オープン日を、平成 23

年 10 月 11日（火）に決定しましたのでお知らせいたします。 

新店舗は、1 階部分を駐車場スペースとして活用するためピロティ形式（※）を採用して

おり、駐車場台数は従来の 2.5 倍（6台→15 台）と大幅に増加いたします。 

また、お客さまにゆっくりとご来店・ご相談いただくため、相談スペース等も拡充してお 

ります。（相談ブース：3ブース、応接室：3室設置） 

 更に、地域の皆さまの幅広いご相談にきめ細かくお応えするため、『広島マネープラザ』に

加え、住宅ローンや各種ローン等のご相談に専門スタッフがお応えする『広島ローンセンタ

ー』を今回新たに設置いたします。 

 当行は、これからも地域の皆さまに便利に・快適にご利用いただける店舗づくりに努めて

まいります。 

 

（※）ピロティ形式とは、壁がなく、柱のみで建物を支える形式のこと。 

 

 

 

 

  

◆本件に関するお問い合わせ 

西京銀行 総合企画部（担当：藤井） 

TEL 0834－22－7669 

 

 



 
 
 

 

 

１．新築オープン日 

   平成 23 年 10月 11 日（火） 

 

２．住所 

   広島県広島市南区的場町一丁目 3番 7号 

※住所の変更はございません 

 

３．電話番号・ＦＡＸ番号 

   電 話 番 号 ： 082－261－7141 

   ＦＡＸ番号 ： 082－264－0754 

 

４．店舗概要 

 ※ＡＴＭは現店舗同様 1台設置いたします。 

 

５．広島支店（イメージ図） 

 

 新店舗（2階建） 旧店舗（3階建） 比較 

営業フロア等面積（2階部分） 465 ㎡ 391 ㎡ 約 1.2 倍 

駐車場台数 15 台 6 台 2.5 倍 

ブース 3 ブース － 3 ブース増 

広島支店の店舗建替（概要） 



 

 

 

 
 
『広島ローンセンター』の概要 
名    称 広島ローンセンター 

設  置  日 平成 23 年 10 月 11 日（火） 

住   所 広島県広島市南区的場町一丁目 3番 7号（広島支店内） 

電 話 番 号  082－261－7141 

営 業 時 間 平日（月曜日～金曜日） 9:00 ～ 15:00 

業 務 内 容 各種ローンの相談・受付業務 

取 扱 商 品 住宅ローン・各種ローン 等 

 

 

 

【参考】「ローンセンター」一覧表 

名称 設置店 住所 

東京ローンセンター 
コーポレート営業部

東京出張所 

東京都中央区日本橋小伝馬町 15-19    

ルミナス 6・7F 

広島ローンセンター 広島支店 広島県広島市南区的場町一丁目 3番 7号 

岩国ローンセンター 南岩国支店 岩国市尾津町二丁目 476 番 1 

下松ローンセンター 下松支店 下松市北斗町 8番 1号 

周南ローンセンター 本店営業部 周南市平和通一丁目 10 番の 2 

山口ローンセンター 山口支店 山口市中央五丁目 1番 30 号 

宇部ローンセンター 厚南支店 宇部市大字妻崎開作字崎 454番地の１ 

下関ローンセンター 新下関支店 下関市伊倉新町一丁目 4番 30号 

福岡ローンセンター 福岡支店 
福岡県福岡市中央区天神 4 丁目 6 番 7 号  

クリスタルビル 7F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『広島ローンセンター』（概要） 



 

 

 

 

 

１．内覧会の開催 

（1）開 催 日 ： 平成 23年 9 月 26日（月） 

（2）開催時間 ： 13:00 ～ 17:00 

（3）場 所 ： 広島支店 

          （住所）広島県広島市南区的場町一丁目 3番 7号 

          （TEL） 082－261－7141 

（4）特典内容 ： 内覧会にお越しいただいたお客さまには粗品をプレゼントいたします。 

         （但し、商品がなくなり次第、終了させていただきます。） 

 

 

２．広島支店オープン記念定期預金 

1．ご利用いただける方 個人・法人のお客さまで新規にお預入れいただく方 

2．お取扱期間 平成 23 年 9月 12 日（月）～平成 23年 11 月 30 日（水） 

3．お取扱店舗 
広島県内の店舗（広島支店、海田支店）に限らせていただ

きます。 

4．対象預金の種類 スーパー定期の自動継続定期預金 （元加式・利払式） 

5．お預入金額  10 万円以上 1,000 万円以下 （1円単位） 

6．お預入期間  1 年 

7．適用金利 

 年 0.40％（税引後 年 0.32％） 

＊店頭表示金利＋0.37％に相当します。（H23.9.8 現在） 

＊適用金利は初回満期日までとし、自動継続以降は満期日に

おけるスーパー定期（1年もの）の店頭表示金利を適用いた

します。 

8. その他 
 満期日前に解約される場合は、当行所定の中途解約利率 

 を適用いたします。 

9．当行が契約している 

 指定紛争解決機関 

 一般社団法人全国銀行協会 

 連絡先 全国銀行協会相談室 

 電話番号 0570－017109 または 03－5252－3772 

 

 

 

 

 

 

広島支店オープン記念キャンペーン（概要） 



３．広島支店オープン記念！ お好みチョイス 

 

 

 

 

1.商品名

2.ご利用いただける方

3.お取扱期間 平成23年9月12日（月）～平成23年11月30日（水）

4.商品内容

5.投資信託について

　①申込金額 100万円以上　（１万円単位）

　②対象銘柄 MMF、ドルマネーファンドをのぞく当行取扱い投資信託

　③その他

6.定期預金について

　①申込金額

　②預入期間 3ヶ月

　③種類 スーパー定期・大口定期の自動継続定期預金（元加式・利払式）

　④適用金利 年3.5％（税引後 年2.8％）

　⑤満期後の適用金利

　⑥利払方法 満期日に元金に加算、または指定口座に入金します。

　⑦計算方法 付利単位を1円とし、1年を365日とする日割で計算します。

　⑧課税方法

　⑨手数料 不要です。ただし、投資信託のお申込みにあたっては、所定の手数料が必要となります。

お預入れ期間

６ヶ月未満

　⑪利率の入手方法 店頭または当行ホームページにてご確認いただけます。

　⑫特記事項

7.お取扱店舗

8.当行が契約している
　　指定紛争解決機関

一般社団法人全国銀行協会
連絡先　　  全国銀行協会相談室
電話番号 　0570-017109 または03-5252-3772

・預金保険の対象です。ただし、当行へのお預入れ金額1,000万円までとそのお利息につきまして
は同保険制度の範囲内で保護されますが、超過分は保護の対象となりません。
・金融情勢等によりお取扱内容を変更する場合があります。

広島支店オープン記念！　お好みチョイス

個人のお客さま、法人のお客さま
　（未成年、代理人のお客さまによるお取扱いはできません）

投資信託購入と同時のお申込みで、投資信託購入金額と同額まで、3ヶ月定期預金を初回
金利 年3.5％で提供するもの。

投資信託には元本の保証がありません。元本の変動要因となるリスクや負担いただく手数料な
ど、様々な注意点がございます。必ず、「投資信託説明書（交付目論見書）」等で商品性をご確
認のうえ、お申込みください。「投資信託説明書（交付目論見書）」は西京銀行マネープラザにて
ご確認いただけます。

100万円以上　（10万円単位）

ただし、同時にお申込みいただく投資信託のご購入金額を上限とします。
※定期預金作成可能金額は、お申込日当日の投資信託購入金額の合計であり、
　 キャンペーン期間中の累計金額ではありません。

適用金利の適用は初回満期までとします。自動継続後は預入期間・金額に応じた、満期日にお
ける店頭表示金利を適用します。

　⑩中途解約

広島地区（広島支店・海田支店）のみでの取扱いとなります。
ただし、お手続きは広島マネープラザ（広島支店内設置）にて承ります。
【広島マネープラザ】
　住所：広島市南区的場町１丁目３番７号
　電話番号：082-261-7141（平日9：00～17：00）

源泉分離課税20％（国税15％、地方税5％）
法令に定められた条件を満たす個人のお客様は、マル優の取扱いができます。
法人のお客様は総合課税となります。

中途解約利率

解約日における普通預金利率

満期日前に解約される場合は当行所定の中途解約利率を適用します。



 
 
・年 3.5％（税引後 年 2.8％）の金利が適用されるのは、初回満期日までです。本定期預金は、お

客さまより解約のお申出がない場合には、満期日に前回と同一の預入期間の円定期預金に自

動で継続されます。自動継続後は満期日における店頭表示金利が適用されます。  
・金融情勢等の変化により、金利の見直しを行う場合があります。 

・本定期預金を初回満期日前に解約されますと、年 3.5％(税引後 年 2.8％)は適用されません。 

その場合は、当行所定の中途解約利率を適用させていただきます。 

・お利息は 20％の源泉分離課税（国税 15％、地方税 5％）となります。 

・定期預金のお預け入れについて手数料はかかりませんが、投資信託につきましては諸費用（お

申込手数料等）をご負担いただくことになります。ご負担いただく金額は、年 3.5％(税引後 年

2.8％)の金利で運用した円定期預金のお受取利息額以上となりますので、お申込みいただく際に

は十分ご検討ください。 

【円定期預金の運用例】  
例えば、円定期預金に 100 万円お預入れいただいた場合、当初 3 ヶ月（3 ヶ月＝90 日とした場合）のお受取利息額は 

以下のとおりです。 

100 万円×3.5％×90 日÷365 日＝8,630 円（税引前） 

8,630 円－（8,630 円×15％）－（8,630 円×5％）＝6,904 円（税引後） 

 

 
◆投資信託のリスクについて 

投資信託は、その信託財産に組入れられた株式・債券・REIT 等の有価証券等に投資しますので、

その価格が政治・経済情勢の影響、金利の変動、為替相場の変動、その発行者に係る信用状

況の変化などにより変動し、基準価額が下落することがあります。そのため、投資家の皆様の投

資元本が保証されているものではなく、損失を被る可能性があります。 

◆投資信託取引に係る費用について 

・申込手数料・・・・・・・申込時に直接ご負担いただく費用 

               申込口数、金額等に応じ、基準価額に対し最大 3.675％（税込） 

・信託財産留保額・・・換金時に直接ご負担いただく費用 

換金時の基準価額に対して最大 0.5％ 

・解約手数料 ・・・・・・換金時に直接ご負担いただく費用 

1 万口につき最大 105 円（税込） 

・信託報酬・・・・・・・・・投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 

信託財産の純資産総額に対して、最大 2.7125％（税込） 

・その他の費用・・・・・投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 

上記のほかに「監査報酬」「有価証券売買時の売買委託手数料」「外国に

おける資産の保管等に要する費用」等を、ファンドの信託財産を通じて間

接的にご負担いただきます。 

※これらの手数料はファンドや保有期間、申込金額により異なるため、具体的な金額･計算方法を記載することができません。 

◆その他の重要事項について 

・ 投資信託は預金商品ではなく、預金保険の対象ではありません。 

・ 当行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 

・ 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客様に帰属します。 

・ 当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は、運用会社が行います。 

・ 投資信託の取得のお申込みにあたっては、各マネープラザにご用意しております「投資信託

説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」を十分お読みください。 

 

株式会社西京銀行／登録金融機関：中国財務局長（登金）第 7 号／加入協会：日本証券業協会 

 

円定期預金に関するご注意事項 

投資信託に関するご注意事項 


